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令 和 ７ 年 11 月 ５ 日 
子ども家庭部保育 課 

資料９ 

 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る利用定員の変更並びに廃止等について 

 
１ 特定教育・保育施設に係る利用定員の変更（令和８年４月１日） 

№ 施設・事業所名 類型 所在地 事由 

認可 

定員 

（名） 

利用定員（名） 

変更前 変更後 

増減内訳 

１号 

認定 

２号 

認定 

３号認定 
計 満１歳 

未 満 

満１歳 

以 上 

１ 堀ノ内保育園 保育所 堀ノ内二丁目８番７号 
定員

変更 
87 98 87  0 ▲11 0 ▲11 

2 阿佐谷南保育園 保育所 阿佐谷南三丁目 12 番 12 号 
定員

変更 
116 119 116  0 ▲3 0 ▲3 

3 本天沼保育園 保育所 本天沼三丁目 34 番 35 号 
定員

変更 
80 83 80  0 ▲3 0 ▲3 

4 宮前保育園 保育所 宮前二丁目 24 番 38 号 
定員

変更 
90 96 90  0 ▲6 0 ▲6 

5 久我山東保育園 保育所 久我山五丁目 17 番 17 号 
定員

変更 
85 88 85  0 ▲3 0 ▲3 

6 高井戸東保育園 保育所 高井戸東三丁目 14 番９号 
定員

変更 
84 92 84  0 ▲8 0 ▲8 

7 阿佐谷東保育園 保育所 阿佐谷南一丁目 42 番７号 
定員

変更 
105 111 105  0 ▲6 0 ▲6 

8 上荻保育園 保育所 上荻一丁目 20 番 13 号 
定員

変更 
94 106 94  0 ▲12 0 ▲12 

9 阿佐谷北保育園 保育所 下井草一丁目 25 番９号 
定員

変更 
99 102 99  0 ▲3 0 ▲3 

10 松庵保育園 保育所 松庵二丁目 23 番 34 号 
定員

変更 
105 108 105  0 ▲3 0 ▲3 

11 永福南保育園 保育所 永福二丁目６番 12 号 
定員

変更 
102 107 102  0 ▲5 0 ▲5 

12 善福寺保育園 保育所 善福寺二丁目 26 番 18 号 
定員

変更 
93 96 93  0 ▲3 0 ▲3 

13 久我山保育園 保育所 久我山五丁目８番８号 
定員

変更 
97 100 97  0 ▲3 0 ▲3 

14 浜田山保育園 保育所 浜田山四丁目 18 番 31 号 
定員

変更 
92 98 92  0 ▲6 0 ▲6 

15 高円寺東保育園 保育所 高円寺南二丁目 40 番 24 号 
定員

変更 
105 111 105  0 ▲6 0 ▲6 

16 今川保育園 保育所 今川三丁目３番 18 号 
定員

変更 
88 91 88  0 ▲3 0 ▲3 

17 下井草保育園 保育所 下井草三丁目 13 番９号 
定員

変更 
103 109 103  0 ▲6 0 ▲6 

18 荻窪東保育園 保育所 荻窪四丁目 23 番 20 号 
定員

変更 
72 75 72  0 ▲3 0 ▲3 

19 天沼保育園 保育所 天沼二丁目 30 番４号 
定員

変更 
97 101 97  ▲6 2 0 ▲4 

20 上井草保育園 保育所 上井草三丁目 25 番 19 号 
定員

変更 
185 200 185  ▲9 ▲3 ▲3 ▲15 

計 1,979 2,091 1,979  ▲15 ▲94 ▲3 ▲112 

 

 

 

 



 

 

２ 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の廃止（令和８年３月 31日） 

№ 施設・事業所名 類型 所在地 事由 

認可 

定員 

（名） 

利用定員（名） 

変更前 変更後 

増減内訳 

１号 

認定 

２号 

認定 

３号認定 

計 満１歳 

未 満 

満１歳 

以 上 

1 
区立堀ノ内東保育園
※1 

保育所 堀ノ内三丁目 49 番 19 号 民営化 0 96 0  ▲54 ▲24 ▲18 ▲96 

2 
スマイスセレソン井

草保育園※2 
保育所 井草二丁目 17 番 12 号 

設置者

変更 
0 28 0  ▲15 ▲8 ▲5 ▲28 

3 
西永福らる小規模保

育所 
小規模 B 永福三丁目 33 番 10 号 廃止 0 19 0  0 ▲11 ▲8 ▲19 

計 0 143 0  ▲69 ▲43 ▲31 ▲143 

※１ 区立堀ノ内東保育園は民営化に伴う廃止。在園児は民営化後の（仮称）ちゃいれっく堀ノ内東において保育を継続。 

※２ スマイスセレソン井草保育園は、設置者の変更に伴う廃止。在園児は設置者変更後のスマイスセレソン井草保育園において

保育を継続。 

 

３ 利用定員の増減 
項目 利用定員 

 変更前 変更後 

増減内訳 

１号 

認定 

２号 

認定 

３号認定 

計 満１歳 

未 満 

満１歳 

以 上 

特定教育・保育施設 

利用定員の設定の計 0 599 475 69 32 23 599 

利用定員の変更の計 2,091 1,979 0 ▲15 🔺94 ▲3 ▲112 

廃止の計 124 0 0 ▲69 ▲32 ▲23 ▲124 

特定地域型保育事業 

利用定員の設定の計 0 0 0 0 0 0 0 

廃止の計 19 0 0 0 ▲11 ▲8 ▲19 

合計 2,234 2,578 475 ▲15 ▲105 ▲11 344 
 

 

 

４ 令和８年４月１日時点における量の見込みと確保量（＜参考＞ 子ども・子育て支援事業計画 転記） 

 １号認定 ２号認定 ３号認定 計 

Ａ 量の見込み（利用者数） 2,977 8,211 6,008 17,196

Ｂ 確保量（定員数） 6,071 9,287 6,858 22,216

Ｃ 差引（Ｃ＝Ｂ－Ａ） 3,094 1,076 850 5,020
 

 


